
外来医療計画の概要

１ 策定の背景及び経緯

○ 外来医療については、次の状況にあるとされている。

・ 地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っている

・ 診療所における診療科の専門分化が進んでいる

・ 救急医療提供体制の構築、グループ診療の実施、放射線装置の共同利用等の

医療機関の連携の取組が、地域で個々の医療機関の自主的な取組に委ねられている など。

○ 本県においては、医療法第30条の４第２項第10号に基づき、令和元年度に示された国のガイドライン等を

参考に、広島県保健医療計画の一部として、「外来医療計画」を令和２年３月に策定した。

２ 計画の目的

○ 外来医療機能に関する情報を可視化し、新たに診療所を開業する医師にその情報を提供することにより、
診療所が少ない地域への開業を促すとともに、地域で不足する外来医療機能を担うことを求め、外来医療機
能の偏在解消を目指す。
○ 併せて、医療機器（ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、放射線治療、マンモグラフィ）を効率的に活用するため、医療機器の
共同利用を促す仕組みを整備する。
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外来医療計画の概要

３ 計画期間

（１）現行計画：令和２（2020）年度～令和５（2023）年度 （４年間）
（２）次期計画：令和６（2024）年度～令和11（2029）年度 （広島県保健医療計画と同様）
※３年ごとに見直しを行う。

2018年度 2020年度 2024年度 2027年度 2029年度

第７次広島県保健医療計画（６年間） 第８次広島県保健医療計画（６年間）

現行外来医療計画
（４年間）

第８次（前期）
外来医療計画（３年間）

第８次（後期）
外来医療計画（３年間）
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医療機能情報提供制度の刷新（2024～）

かかりつけ医機能報告の創設（2025～）



現行の外来医療計画の主な内容

内容

１ 外来医師偏在指標
地域ごと（335医療圏）の外来医療機能の偏在・不足等の客観的な
把握を行うため、医師偏在指標と同じ要素を考慮した偏在指標を作成

２ 外来医師多数区域の設定
外来医師偏在指標の全国上位33.3%に該当する二次保健医療圏を
外来医師多数区域に設定

３ 地域で不足する外来医療機能

外来医療の中心的な役割を担っている市郡地区医師会や外来患者に最も身近な基礎自治体である市町に対して実施したア
ンケート調査の結果や国から示された各種データ等を元に、各圏域の地域医療構想調整会議における協議結果を踏まえて、二
次保健医療圏ごとに「不足する外来医療機能」を設定

※不足する機能に●を付している。

医療圏
外来医師
偏在指標

全国順位
(335圏域中)

備考

全国 106.3 ―

広島 131.3 27 上位33.3%

広島西 114.5 68 上位33.3%

呉 127.5 33 上位33.3%

広島中央 107.4 101 上位33.3%

尾三 107.9 96 上位33.3%

福山・府中 94.8 185

備北 100.3 147

医療圏 初期救急 在宅医療
公衆衛生

へき地の医療
学校医 予防接種 健康診断

広島 ● ● ●
広島西 ● ● ●
呉 ● ●
広島中央 ● ● ● ●
尾三 ● ● ● ●
福山・府中 ● ● ● ●
備北 ● ● ● ● ●
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現行の外来医療計画の主な内容

内容

４ 新たに開業する場合の手続き（外来医師多数区域の場合）
① 二次保健医療圏ごとの外来医師偏在指標や地域で不足する外来医療機能、医療機関のマッピングに関する情報を公表

② 新規開業希望者が保健所に開設届を提出する際に、不足する外来医療機能を担うことについての合意の有無や合意内容
に関する申出書の提出を求める

③ ②の申出書を各圏域の地域医療構想調整会議に報告し、合意が無い場合や申出書の提出が無い場合は、必要に応じて当
該新規開業希望者の出席を要請

５ 新たに医療機器を購入・更新する場合の手続き（全ての圏域）
① 二次保健医療圏ごとの医療設備・機器等の配置情報や共同利用方針を公表
② 新規購入希望者が保健所に許可申請書を提出する際に、共同利用を行うこと
についての計画の有無や内容に関して共同利用計画書の提出を求める
③ ②の共同利用計画書を各圏域の地域医療構想調整会議に報告し、共同利用
を行わない場合や共同利用計画書の提出が無い場合は、必要に応じて当該
新規購入希望者の出席を要請

６ 目標
全圏域で「不足する外来医療機能」を解消

※合意や共同利用の有無などにより、診療所の開設又は対象医療機器の購入若しくは更新が妨げられるものではない。

4

対象医療機器 種別

ＣＴ

全てのマルチスライスＣＴ
（16列未満）
（16列以上64列未満）
（64列以上）
その他のＣＴ

ＭＲＩ
1.5テスラ未満
1.5テスラ以上3.0テスラ未満
3.0テスラ以上

ＰＥＴ ＰＥＴ及びＰＥＴ－ＣＴ

放射線治療 リニアック及びガンマナイフ

マンモグラフィ マンモグラフィ



国ガイドラインで変更のあった主なポイント

○ 外来医師多数区域以外の区域において、又は新規開業者以外の者に対しても、地域の実情に応じて、地域で不
足する医療機能を担うよう求めることができることとされた。

○ 地域で不足する医療機能について、具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に努めることとされた。

外来医療に係る医療提供体制

○ 外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で不足する医療機能を担うことに合意が得られた事項
に関して、地域の医師会や市町村と情報共有する等、フォローアップを行うこととされた。

医療機器の効率的な活用

○ 医療機器の配置・稼働状況に加え、共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や画像診断情
報の提供の有無等の方針についても可視化を進め、医療機関がその地域において活用可能な医療機器について
把握できるよう、周知を進めることとされた。

○ 地域の医療資源を可視化する観点から、令和５年４月１日以降に医療機器を新規購入した医療機関に対して、医
療機器の稼働状況について、都道府県への報告を求めることとされた。

【新規】地域の外来医療提供体制の検討

○ 外来機能報告により入手可能な紹介受診重点外来や紹介・逆紹介等のデータを活用し、地域の外来医療の提供
状況について把握するとともに、紹介受診重点医療機関の機能・役割も踏まえた、地域における外来医療提供体制
の在り方について、検討を行うこととされた。

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者による医療機関の適切な選択を支援すること
を目的に、外来医療計画に紹介受診重点医療機関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把握可能な、紹
介受診重点外来の実施状況等の情報を新たに盛り込むこととされた。 5



１ ガイドライン等を踏まえた対応方針（案）

国のガイドライン及び第８次広島県保健医療計画骨子を踏まえ、次期計画策定に向けての基本方針は以下のとおりとする。

（１）計画の目的、基本的な方向性は現行計画を維持する。

（２）「医療提供体制の確保に関する基本方針」（平成19年厚生労働省告示第70号。令
和５年５月26日一部改正）を踏まえたものとする。

（３）新たに記載が求められる「地域の外来医療提供体制の検討」については、新規項
目として追加する。

（４）ガイドラインにおける（３）以外の変更箇所については、追加、変更等の要否を個別
に検討するとともに、ガイドライン上で変更のない箇所についても、現行計画策定時
からの状況変化等を踏まえ、修正の要否を検討する。
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２ 区域単位の設定及び３ 協議の場の設置

１ 区域単位の設定

○ 外来医療に係る医療提供体制の確保や医療機器の効率的な活用に関する協議を行うため、対象区域を設定す
る必要がある。
○ 現行計画では、二次保健医療圏が通常の保健医療需要を充足できる圏域、すなわち特殊な保健医療等を除く一
般の医療需要に対応するために設定された区域であり、また、広島県地域医療構想における病床の機能の分化及
び連携を一体的に推進する区域（構想区域）であることを踏まえ、現在の二次保健医療圏と同じ７圏域としている。

＜対応案＞引き続き現在の二次保健医療圏と同じ７圏域とする。

２ 協議の場の設置

○ 対象区域ごとに診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の
場を設け、関係者との連携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等について協議を行
い、その結果を取りまとめ、公表するものとされている（医療法第30条の18の２第１項）。
○ 地域医療構想調整会議を活用するとされていることから、継続性の観点から協議の場を地域医療構想調
整会議としている。

＜対応案＞引き続き地域医療構想調整会議を協議の場とする。
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3 外来医師偏在指標

○ 外来医師偏在指標

全国一律の算定式により、地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握を行うため、医師偏在指標
と同じ要素を考慮した偏在指標を作成

○ 外来医師多数区域
外来医師偏在指標の全国上位33.3%に該当する二次保健医療圏を外来医師多数区域に設定する。

現計画 次期計画

○ 現計画において、外来医師多数区域とされていた広島中央圏域及び尾三圏域が外来医師多数区域ではなくなった。

医療圏
外来医師
偏在指標

全国順位
(335圏域中)

外来医師
多数区域

全国 106.3 ―

広島 131.3 27 上位33.3%

広島西 114.5 68 上位33.3%

呉 127.5 33 上位33.3%

広島中央 107.4 101 上位33.3%

尾三 107.9 96 上位33.3%

福山・府中 94.8 185

備北 100.3 147

医療圏
外来医師
偏在指標

全国順位
(335圏域中)

外来医師
多数区域

全国 112.2 ―

広島 139.2 19 上位33.3%

広島西 119.9 63 上位33.3%

呉 128.1 36 上位33.3%

広島中央 106.4 126

尾三 106.6 123

福山・府中 100.2 165

備北 102.3 153
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４ 地域で不足する外来機能

現計画 次期計画

○ 地域で不足する外来医療機能

・外来医療の中心的な役割を担っている市郡地区医師会や外来
患者に最も身近な基礎自治体である市町に対して実施したアン
ケート調査の結果や国から示された各種データ等を元に、各圏域
の地域医療構想調整会議における協議結果を踏まえて、二次保
健医療圏ごとに「不足する外来医療機能」を設定

※不足する機能に●を付している

○ 地域で不足する外来医療機能
＜対応案＞

・前回同様、市郡地区医師会や市町に対してアンケート調査を
実施し、結果や国から示された各種データ等を元に、各圏域の
地域医療構想調整会議における協議結果を踏まえて、二次保
健医療圏ごとに「不足する外来医療機能」を設定することとする。

※不足する機能に●を付している
医療圏 初期救急 在宅医療

公衆衛生
へき地の医療

学校医 予防接種 健康診断

広島 ● ● ●

広島西 ● ● ●

呉 ● ●

広島中央 ● ● ● ●

尾三 ● ● ● ●

福山・府中 ● ● ● ●

備北 ● ● ● ● ●

医療圏 初期救急 在宅医療
公衆衛生

へき地の医療
学校医 予防接種 健康診断

広島

広島西

呉

広島中央

尾三

福山・府中

備北
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５ 地域で不足する医療機能の目標設定について（新規）

● 地域で不足する外来医療機能について、具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に努めることとされた。
＜対応方針案＞

まずは、現計画において、全ての圏域で不足する外来医療機能とされていて、今後も不足が見込まれる「初期救急」及び「在宅医
療」について、第８次医療計画の分野別の目標と整合性を図り目標を設定してはどうか。

初期救急 在宅医療

○ 第８次医療計画の指標
検討中

○第７次医療計画の「初期救急」に関する指標

※一般診療所のうち、初期救急に参画する施設の割合＝在宅当
番医制有りの施設数／診療所総数

○ 第８次医療計画の指標
検討中

○第７次医療計画の「在宅医療」に関する指標

指標等 目標値 現状
値

令和４年度
目標値 実績

一般診療所のうち、初
期救急に参画する施設
の割合

【R5】
42.7％

【H26】
34..8
％

現状値より
増

【R2】
28.9％
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指標等 目標値 現状値
令和４年度

目標値 実績

退院支援担当者を配置している
病院の割合

[R５]
64.4％

[H29]
48.8％

[R5] 
64.4%

[R2]  
50.2％

訪問診療を実施している診療所
数

[R５]
912か所

[H29]
691か所

[R５]
912か所

[R2]   
665か所

訪問診療を実施している病院数
[R５]
98か所

[H29]
74か所

[R５]
98か所

[R2]   
88か所

在宅看取りを実施している診療
所数

[R５]
193か所

[H29]
146か所

[R５]
193か所

[R2]   
135か所

在宅療養支援歯科診療所数
[R５]
346か所

[R1]
279か所

[R５]
346か所

[ R4] 
241か所



６ 新たに開業する場合の手続きなど

●今回のガイドラインでは、外来医師多数区域以外の区域のおいて、または新規開業者以外の者に対しても、地域の実情に応じて、
地域で不足する医療機能を担うよう求めることができることとされた。

現計画 次期計画

○ 外来医師多数区域で新たに開業する場合
（広島圏域、広島西圏域、呉圏域、広島中央圏域及び尾三圏域）

① 新規開業希望者が保健所に開設届を提出する際に、不足す
る外来医療機能を担うことについての合意の有無や合意内容に
関する申出書の提出を求める

② ①の申出書を各圏域の地域医療構想調整会議に報告し、合
意が無い場合や申出書の提出が無い場合は、必要に応じて当該
新規開業希望者の出席を要請

※合意や共同利用の有無などにより、診療所の開設又は対象医
療機器の購入若しくは更新が妨げられるものではない。

○ 新たに開業する場合など
（全圏域）

○ 引き続き、外来医師多数区域においては、新規開業者に対
して、地域で不足する外来医療機能を担うことを求めることとす
る。

〇 外来医師多数区域以外の区域のおいて、または新規開業
者以外の者に対しては、地域の実情に合わせて地域で不足す
る医療機能を担うよう求めるかどうかを各圏域で判断することと
する。
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７ 医療機器の効率的な活用

○ 今回のガイドラインでは、次のことに対して、把握することが求められた。

① 医療機器の配置・稼働状況に加え、共同利用計画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や画像診断情報の提供の有無等の方針について

も可視化を進め、医療機関がその地域において活用可能な医療機器について把握できるよう、周知を進めることとされた。

② 地域の医療資源を可視化する観点から、令和５年４月１日以降に医療機器を新規購入した医療機関に対して、医療機器の稼働状況について、都道

府県への報告を求めることとされた（外来機能報告による報告を以って替えることができる。）

現計画 次期計画

① 二次保健医療圏ごとの医療設備・機器等の配置情報や共同
利用方針を公表
② 新規購入希望者が保健所に許可申請書を提出する際に、共
同利用を行うことについての計画の有無や内容に関して共同利用
計画書の提出を求める
③ ②の共同利用計画書を各圏域の地域医療構想調整会議に報
告し、共同利用を行わない場合や共同利用計画書の提出が無い
場合は，必要に応じて当該新規購入希望者の出席を要請

※ 共同利用の有無や計画内容により，対象医療機器の購入・更新は

妨げない

○ 引き続き、対象医療機器について、共同利用計画書の提出
を求めることとする。

＜ガイドラインを踏まえた対応案＞
〇 圏域における対象医療機器の可視化を進める。
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８ 紹介受診重点医療機関について（新規）

● 外来機能報告により入手可能な紹介受診重点外来や紹介・逆紹介等のデータを活用し、地域の外来医療の提供状況について
把握するとともに、紹介受診重点医療機関の機能・役割も踏まえた、地域における外来医療提供体制の在り方について、検討を行う
こととされた。

● 地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的に、外
来医療計画に紹介受診重点医療機関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把握可能な、紹介受診重点外来の実施状況
等の情報を新たに盛り込むこととされた。
<対応案>

紹介受診重点医療機関及び紹介受診重点外来の状況は、毎年度、変更することが予想されるため、紹介受診重点医療機関及び
紹介受診重点外来の状況については県ＨＰに掲載することとする。

13

＜目的＞
・外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るために設けられた。

・患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を受けて紹介受診重点医療
機関を受診する。状態が落ち着いたら逆紹介を受けて地域に戻る受診の流れを明確化することが目的。
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医療機関名称 公表日 医療機関名称 公表日

地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立広島市民病院

令和5年8月1日 公立学校共済組合中国中央病院 令和5年8月1日

医療法人あかね会土谷総合病院 令和5年8月1日 福山市民病院 令和5年8月1日

国家公務員共済組合連合会広島記念病院 令和5年8月1日 独立行政法人国立病院機構福山医療センター 令和5年8月1日

翠清会梶川病院 令和5年8月1日 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 令和5年9月1日

広島赤十字・原爆病院 令和5年8月1日 一般社団法人呉市医師会呉市医師会病院 令和5年9月1日

医療法人ＪＲ広島病院 令和5年8月1日 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 令和5年9月1日

広島大学病院 令和5年8月1日 独立行政法人国立病院機構呉医療センター 令和5年9月1日

県立広島病院 令和5年8月1日 一般社団法人三原市医師会三原市医師会病院 令和5年9月1日

地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立北部医療センター安佐市民病院

令和5年8月1日 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 令和5年9月1日

広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院 令和5年8月1日 尾道市立市民病院 令和5年9月1日

独立行政法人国立病院機構東広島医療センター 令和5年8月1日 三次地区医療センター 令和5年9月1日

医療法人財団竹政会福山循環器病院 令和5年8月1日

８ 紹介受診重点医療機関について（R4年度分 全23医療機関）
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外来医療に関する協議の場での協議・報告していただきたいこと

〇地域で不足する外来医療機能を、初期救急、在宅医療、公衆衛生（学校医、予防接種、健康診断）、そ
の他の医療の６つの項目の中から協議を行っていただきたい。

〇区域ごとに定めることとされている、医療機器の共同利用方針について、前回同様でよいか、協議を
行っていただきたい。

〇令和５年度以降に医療機器を新規購入した医療機関（外来機能報告で確認できる医療機関は除く。）に
対し、医療機器の稼働状況の報告を求めるようになったことについて、報告を行っていただきたい。

〇今回の計画から外来医師多数区域以外の区域、又は新規開業者以外の者に対しても、地域の実情に
応じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができる、とされた。このことについて、協議を行って
いただきたい。

①地域で不足する外来医療機能の決定

②圏域毎の共同利用方針の策定

③医療機器の稼働状況の報告

④新規開業者等へ「不足する外来医療機能」を担うよう申出書の提出を求める手続き
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外来医療に関する協議の場で協議していただきたいこと

〇素案では、前回同様、二次保健医療圏ごとに厚生労働省から提供されたデータによる定量的な分析と、
市郡地区医師会及び市町へのアンケート調査で寄せられた意見に基づいて、地域で不足する外来医療機
能を整理していく。

〇地域で不足する外来医療機能について協議いただき、初期救急、在宅医療、公衆衛生（学校医、予防
接種、健康診断）、その他の医療の６つの項目の中から、実際に不足する外来医療機能を選択する（複数
の機能を選択可能。）。

〇各機能についてアンケート調査結果を点数化したものを「推定値」とし、推定値が０以下のもの、あるい
は自由記載で明らかに区域で不足していると考えられるものを、「地域で不足する外来医療機能」として県
がたたき台として提示する。

〇現行計画どおり、または提示されたたたき台でよいか、協議を行っていただきたい。

〇現行計画策定時に「へき地の医療」がその他の医療として追加されたように、もし圏域から不足する外
来医療機能として特に追加したい項目があれば、報告を行っていただきたい。

①地域で不足する外来医療機能の決定
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〇国ガイドラインでは、区域ごとに医療機器の共同利用方針の確認を行うこととされている。

〇現行計画では、対象医療機器（CT、MRI、PET、マンモグラフィ、放射線治療）に係る共同利用方針として

以下の方針を整理している。この方針は、各圏域において地域医療構想調整会議にかけられ、全圏域共通
かつ、全医療機器共通の方針とされた。

〇今回の策定においても上記の方針を、県のたたき台として提示する。

〇各圏域にはこのたたき台をもとに、共同利用方針を検討していただきたい。

■ 対象医療機器 （ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、マンモグラフィ、放射線治療）については、共同利用に努めるものとする。

■ 医療機関が新たに対象医療機器を購入又は更新する場合は、当該医療機器の共同利用に係る計画を作成し、地域医療構
想調整会議において確認を行うこととする。

■ 共同利用を行わない場合については、共同利用を行わない理由について、地域医療構想調整会議において確認を行うこ
ととする。

②圏域毎の共同利用方針の策定

外来医療に関する協議の場で協議していただきたいこと
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外来医療に関する協議の場で報告していただきたいこと

〇次期計画より、令和５年４月１日以降に、高額医療機器（CT、MRI、
PET、放射線治療、マンモグラフィ））を新規購入した医療機関（外来
医療計画で確認可能な病院、有床診療所を除く）については、医療
機器の稼働状況の報告を求めることとなった。

〇１年間の利用件数を記入する形式であるため、実際の報告開始
は令和６年度からとなる。

〇そのため、今年度の地域医療構想調整会議では、来年度から
制度開始になるとの報告を行っていただきたい。

〇今後、報告書の提出方法など、県として方針を整理していく。

③医療機器の稼働状況の報告
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外来医療に関する協議の場で報告していただきたいこと

〇「不足する外来医療機能」を担うことについての合意の有無や合意内容に関する申出書の提出が求め
られるのは、従来は外来医師多数区域の新規開業者のみが対象であったが、次期計画からはガイドライン
により、「外来医師多数区域以外の区域において、又は新規開業者以外の者に対しても、地域の実情に応
じて、地域で不足する医療機能を担うよう求めることができることとする。」とされた。今回はこの変更点につ
いて、地域医療構想調整会議で令和６年度４月1日からの適応を考えている圏域については地域医療構想

調整会議で協議を行っていただきたい。そうでない圏域については、今後の実施時期等を圏域で検討して
いただきたい。

〇県の方針として、外来医師多数区域での新規開業者については従来どおり申出書の提出を求めるが、
それ以外の者に対しては、地域の実情に合わせて各圏域で判断することとする。

④新規開業者等へ「不足する外来医療機能」を担うよう申出書の提出を求める手続き

新規開業者 新規開業者以外の者（既存の診療
所）

外来医師多数区域 従来通り △

それ以外の区域 △ △

実施時期 令和〇年〇月１日～ 令和〇年〇月１日～

※△：各圏域の判断により、検討する項目。
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届出手続きの流れ

参考 外来医師多数区域での新規開業者の申出書の取扱い（現行計画）
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今後のスケジュール

日時 予定

９月29日 市郡地区医師会や市町に対してアンケート調査の締切

10月２日～ 未回答の市町・医師会への督促

10月17日 第２回保健医療計画部会にて、外来医療計画の概要、方向性について確認

10月19日 外来医療計画に係る所長担当者会議

会議終了後、アンケートの出揃った圏域から、順次たたき台を送付。

10月～12月初め 各圏域の地域医療構想調整会議

11月30日 整理表により回答。（アンケートが揃わない、あるいはどうしても会議の調整がつかない圏
域については、個別に対応を協議。）

12月21日 第３回保健医療計画部会にて素案の検討。

1月中旬～２月中旬 パブコメ

1月～３月 圏域の地域医療構想調整会議

（パブコメや保健医療計画部会にて圏域の判断を必要とする意見が出た場合は、２－３月
中に調整会議開催を依頼する可能性あり）

３月中旬 第４回保健医療計画部会

３月中旬 医療審議会

３月下旬 答申

３月下旬 計画確定



以下、参考
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